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2012 年 6 月号（公契約条例の現段階と課題－全国の動向をふまえて考える－）で神奈川県

厚木市の公契約条例が制定に向けて準備を行っていると報告したが、12 月議会に条例案が提案

され、関係委員会で賛成多数となり本会議での採決に付されることとなった（12月 11日現在）。

いまのところ成立の見込みである。さらに、秋田市では「公契約基本条例」が来年 2 月議会に

提案の見込みである。また、埼玉県川越市において議会が「公契約条例案」を提案する動きを

みせている。これらの動向とあわせて報告する。 

 
 

１．神奈川県厚木市で条例成立へ   

 

神奈川県厚木市は、「公契約条例」制定に向

けて準備を進めてきたが、2012 年 12 月議会

定例会に議案が提案され、11 日の総務企画常

任委員会で採決された。今後は、21 日の本会

議で採決され、成立するものと思われる。 

 

（１）提案までの経過 

厚木市の小林常良市長は、2011 年 2 月市長

選挙で「公契約条例について任期中の実現を

めざす」と公約し、再選された後に庁内に検

討会を設け、条例の準備を行ってきた。2012
年 5 月 15 日に学識者、事業者・労働者代表

による「厚木市公契約条例検討協議会（以下

「協議会」）」が設置された。この協議会は、

「条例に盛り込むべき内容及び関連する個別

事項等について、事業者又は労働者の立場か

ら検討を行う」こととされている（「厚木市公

契約条例検討協議会設置規定」第 2 条「所掌

事務」）。 

委員会は、使用者側 2 名（厚木市建設業協

会副会長・厚木市商工会議所サービス業部会

副部会長）、労働側 2 名（厚木愛甲地域連合議

長代行・全建総連厚木市建設連絡会神奈川建

設労連書記次長）で構成され、会長に建設業

協会副会長、職務代理者に厚木愛甲地域連合

議長代行がそれぞれ選出された。第 1 回協議

会は、条例案の概要や今後のスケジュール等

が示され、意見交換の後に確認された。 

第 2 回協議会は 6 月 14 日に開かれ、事務局

からパブリックコメント（以下「パブコメ」）

にかける条例骨子案が示された。また、6 月

13 日に開催された「厚木市公契約条例意見交

換会（建設関係 21 名、議員 3 名が出席）」に

ついて報告された。条例骨子案について意見

交換がされ、案についてパブコメにかけるこ

とが了承された。 

その後、8 月 1 日から 31 日にかけてパブコ

メが実施され、11 月に結果が公表された。 

 
厚木市で公契約条例が成立へ 

－秋田市「公契約基本条例案」来年２月議会提案へ、 
川越市議会が「公契約条例案」提案の動き－ 
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さらに、11 月 21 日に「（仮称）厚木市公契

約条例懇談会」が、事業者を対象に開催され

た。 

また、第 3 回協議会が 11 月 22 日に開かれ、

「厚木市公契約条例案及び同条例施行規則案

の概要」について意見交換がされた。 

【経過の概要】 

2011 年 2 月  小林常良氏再選（マニフェス

トで「公契約条例について任期中の実現をめ

ざす」） 

2012 年 5 月 15 日 第 1 回「（仮称）厚木市公

契約条例検討協議会」開催 

2012 年 6 月 13 日 「（仮称）厚木市公契約条

例意見交換会」（建設関係 21 名・議員 3 名出

席） 

2012 年 6 月 14 日 第２回「（仮称）厚木市公

契約条例検討協議会」開催 

2012 年 8 月 1 日から 31 日 「（仮称）厚 

木市公契約条例及び同条例案施行規則の骨子

について」パブコメを実施 

2012 年 11 月 21 日 「（仮称）厚木市公契約

条例懇談会」（事業者対象） 

2012 年 11 月 22 日 第３回「（仮称）厚木市

公契約条例検討協議会」開催 

2012 年 11 月 29 日 厚木市議会開会 

2012年 12月 11日 厚木市議会総務企画常任

委員会 

2012 年 12 月 21 日 厚木市議会本会議 

 

（２）パブリックコメントの結果 

8 月 1 日から 31 日かけて実施されたについ 

てのパブリックコメントの結果は次のとおり 

である。 

 意見提出者の数 199 人   

意見件数    338 件 

このうち、「条例案等に反映されたもの」5 

件、「意見の趣旨が既に条例等骨子に盛り込ま 

れていたもの」19 件、「今後の取組において

参考にするもの」107 件、「条例案等に反映で

きないもの」5 件、「その他（感想・質問）」

202 件、となっている。 

 

【条例に反映された内容】 

１．作業報酬審議会委員の増員。 

  当初案 5 名→6 名 

２．公契約条例について、5 年を超えない範 

囲で見直しをすることとしているが、制度

について審議会の意見を伺うことができる

ように変更。 

（厚木市 HP「経営会議案件（2012 年 10 月 

30 日）」参照） 

 

（３）厚木市公契約条例案の要点 

  厚木市公契約条例案の要点は、以下のとお 

りである。なお、自治研かながわ月報６月号 

で報告した要点について変更された部分も

ある。 

【１】目的 

  市が締結する公契約に係る基本方針を定 

  めるとともに、市及び受注者の公契約の締 

結に伴う責任を明確にすること等により、 

当該業務に従事する労働者等の労働環境の 

整備並びに公契約に係る事務及び事業の質 

の向上を図り、もって地域経済の健全な発 

展に寄与すること。 

【２】条例を適用する契約の範囲 

 ・建設工事 1 億円以上  

・業務委託 1 千万円以上 

 ※工事実績 2011 年度 6 件、2012 年度 4 件 

  委託実績 2012 年度 30 件 

・業務委託対象職種（庁舎その他の建物（そ

の敷地を含む）における清掃、人的警備、 

・業務委託対象職種（庁舎その他の建物（そ

の敷地を含む）における清掃、人的警備、

駐車場管理、受付、案内又は電話交換に

関する契約、道路、公園その他の施設清

掃に関する契約、給食の調理に関する契

約 
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 ・指定管理協定（老人憩の家及び集会所に

係る管理協定を除く。） 

【３】労働者の範囲 

 ・設計労務単価に掲げる職種に該当し、工

事請負契約に係る作業に従事する労働者等

（注・「派遣、一人親方含む」） 

 ・業務委託契約又は指定管理協定に係る作

業に従事する労働者 

【４】労働報酬下限額 

 ・公共工事設計労務単価、地域別最低賃金

額及びその他公的機関が定める労務単価の

基準等を勘案して定める。 

※労働報酬下限額（賃金）については、当

初案では、 

建設工事が公共工事設計労務単価及び厚

木市生活保護基準 

業務委託・指定管理が厚木市生活保護基準

となっていが、建設労組、地域連合共に生

活保護賃金を基準とすることに反対を表明

していた。 

最終案にある「公的機関が定める労務単

価」とは野田市の条例にある「建築保全業

務労務単価」等をさすものと思われるが、 

「地域別最低賃金」とは何を意味するのか、

よくわからない。 

これまで川崎市、相模原市、多摩市など

の公契約条例は、委託業務に関しては生活

保護基準としてきた。議論の過程では、生

活保護基準は賃金基準としてはベストでは

なくベターな選択としてこれを使用してき

た。 

 厚木市の「地域別最低賃金」については、

はじめてのことであり、具体的な運用につ

いて解説をまちたい。 

【５】労働報酬審議会 

・労働報酬下限額について調査審議する審

議会を設置する。構成は、労働者、事業者

代表、学識者。 

※委員の数については、当初 5 名とされて

いたが、6 名に変更された。 

【６】継続雇用 

・継続雇用については、仕様書に盛り込む

こととなった 

※当初の案「継続性のある業務に関する対

象契約を締結する受注者は、当該契約の締 

結前から業務に従事していた労働者のうち

希望する者を、特段の事情がない限り雇用

するよう努めることを規定する」とあった。 

【７】出資法人等の努力義務 

 ・市が出資その他の財政上の援助を行う法 

人であって、規則で定めるものは、そのも

のが当事者となる契約については市が当事

者となる契約に準じた扱いをするよう努め

ることを規定。 

【８】見直し 

・市長は、5 年を超えない期間ごとに、条 

例の運用状況の点検及び評価を行い、その 

結果に基づいて必要な措置を講ずること規 

定する。 

※当初案では、「一定の期間内」に検討し、 

必要な措置を講ずるとあった。 

【９】施行 

・条例一部施行 2013 年 1 月（報酬審議会 

設置、報酬下限額決定） 

・条例全面施行 2013 年 4 月 1 日 

 

２．秋田市公契約基本条例案 

 

 秋田市の「（仮称）秋田市公契約基本条例案

概要」が、2012 年 9 月 25 日から 10 月 24 日

かけてパブリックコメントにかけられた。

2009 年に秋田市長となった穂積志市長は公

約として「市が発注する公共工事について、

企業後継者の健全な育成を支援するため、公

正な労働や雇用の確保・継続など、多様な視

点から総合評価する公契約条例の制定を目指

す」としていた。2012 年 3 月 31 日付けの「平

成23年度市長公約進捗状況一覧」（秋田市HP）
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には、「公共調達の基本方針を柱とし、地元企

業の育成や労働環境の確保を目的とする公契

約基本条例を平成 24 年度内に提案する」とな

っている。 

 これに基づいて、準備・検討がなされ 9 月

25日から 10月 24日にかけてパブリックコメ

ントが実施された。 

以下、秋田市公契約基本条例の要点である。 

 

（１）条例の概要 

第 1 目的「この条例は、公契約に係る基

本的な事項を定めることにより、公契約の

適正な履行および良好な品質の確保を図り、

もって市民が豊かで安心して暮らすことの

できる地域社会の実現に寄与することを目

的とします。」 

第２ 定義   略 

第３ 基本方針「（1）公契約の締結に当た 

っては、価格以外の要素を考慮するなど、 

地元企業の受注意欲に配慮した発注を推進

することにより、地域における雇用を促進

し、地域経済の活性化を図ること。 

（2）公契約の履行に関わる労働者の労働条 

件その他の労働環境の向上を図ること。 

（3）公契約の履行成績の評価を行う仕組み 

を整備し、不当な価格での入札を防止する

ことにより、工事、製造および業務の品質

を確保を図ること。」 

第４ 市の責務「市は、この条例の目的を 

達成するため、地元企業の活性化、労働環 

境の向上および工事等の品質の確保につな 

がる施策を実施します。」 

 第５ 受注者の責務 「（1）、（2）略  

（3）受注者は、労働基準法、最低賃金法そ 

の他の関係法令を遵守し、対象労働者の適 

正な労働環境の確保に努めなければならな 

いこととします。」 

第６ 地元企業の活性化等のための仕組み 

づくり  略 

第７ 労働環境の向上のための仕組みづく 

り 「1 市は総合評価落札方式において、 

労働環境に関する評価項目を加えることに 

より、対象労働者の労働環境の向上を図り 

ます。 

２受注者、対象労働者および市は、第 7 

の１の評価項目および評価方法等の実効性 

を確保するため、次に掲げる事項について 

取り組むものとします。 

（1）受注者は、対象労働者が労働時間、作 

業報酬額等についてあらかじめ確認でき

るよう対応すること。 

（2）対象労働者は、支払を受けた作業報酬 

 等について異議があるときは、市又は受 

注者もしくは当該受注者の下請負人に申 

し出ることができる。 

（3）市は、第 7 の２の（2）の申し出があ

った場合は。立入調査その他の必要な調

査を実施するとともに、違反があったこ

とが明らかなときは、是正のための必要

な措置を命ずることができる。」 

第８ 品質確保ための仕組みづくり 略 

第９ 委任  略 

 

（２）今後の予定 

  市は、2013 年２月議会で条例案を提案し、 

2014 年 4 月から施行する予定である。 

 

３．川越市公契約条例案 

   

（１）簡単な経過 

埼玉県川越市議会 9 月議会において議員 

による公契約条例案が、全会派一致で市議 

会の議案となったが、動議があり、現在、 

継続審査となっている。 

条例案は、11 月 10 日から 30 日にかけて 

市議会として市民にパブリックコメントに 

ふされた。また、「議員対象」および「事業 

者・労働者を含む市民向け」の説明会がそ 
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れぞれ開催された。 

 

（２）市当局は「寝耳に水？」 

市議会が「公契約条例案」を作成し、議 

会に提案する例は、兵庫県尼崎市などでも 

みられるが、全会派一致となるケースはこ 

れまで無かった。この点では、議会側の努 

力に敬意を表したい。 

しかし、今回の条例案については、行政 

当局との事前のすりあわせもなく、まった 

く議会が単独で議案にしたものであり、行 

政当局にとってはまさに「寝耳に水」であ 

ったと聞く。 

これまでの市長の公契約条例に対する姿 

勢は、「本来、国が制定すべき事項と考える 

ため、今後、国、県、その他自治体の動向 

を勘案し検討したい。（「市議会だより」平 

成 22 年 1 月 25 日号／市議会 HP）」という 

ものであった。 

議会と市当局とが意見を異にする条例の 

場合に、提案する側が、理解を求め、合意 

を得る努力をすることは、当然なことであ 

る。議会側の動きを受けて、行政当局とし 

ては急きょ野田市への調査を行うなど対応 

しているとの事である。果たして、市長は、 

議会案にどのような答弁をするのであろう 

か、注目されるところである。 

 

（３）市民・労働組合・事業者も「初めて聞

く？」 

また、今回の公契約条例案については、市

当局だけでなく、市民も労働組合も事業者も

「知らなかった」ということであり、事業者

側の厳しい反対の声があるという。 

「公契約条例」に限らず、およそ条例を提 

案するにあたっては、市民や当事者との意見

交換・合意形成に向けて努力するのは当然な 

ことである。 

他自治体でも、条例案の段階から議論を 

重ね、場合によっては意見の違いを乗り越え

て成立させてきた経過がある。 

多摩市では、自治基本条例に基づいて「条

例の事前の検討」が事業者・労働者の代表と

学識者によって行われた。当初、条例案に反

対の意向が強かった建設業者が、市当局も交

えての率直な意見交換を行った中で、市側の

契約制度をめぐる改善点も明らかになり、共

通の理解が形成され、事業者も理解を示すよ

うになった。こうした経過が、条例制定の大

きな背景となっている。 

公契約条例の運用にあたっては、発注者（自 

治体）と受注者（業者）はもちろん、そこで

働く者もふくめた共通の理解のもとで、行政

当局による点検、指導などとあわせてはじめ

て効果があがるものである。この点をふまえ

て、川越市議会としてなお努力を重ねて、よ

りよい条例とされるよう要望するものである。 

 

（４）条例案の要点 

条例案の要点は次のとおりであるが、条例 

案の構成は、多摩市公契約条例とほぼ同じも 

のである。 

【1】適用範囲 

・工事又は製造の請負契約 5000 万円以上 

・上記以外の請負契約   5000 万円以上 

・指定管理者も対象 

【2】労務報酬下限額 

・工事又は製造の請負 

公共工事設計労務単価 

・上記以外の請負 当該業務の標準的な賃 

金（市長が別に定める

期日までの間は生活保

護水準） 

【3】継続雇用 

・当該公契約等の締結前から当該業務に従

事していた労働者のうち希望する者を、特

段の事情がない限り雇用するように努める

こと。 
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厚木市公契約条例 (案) 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、市が締結する公契約に係る基本方針を定めるとともに、市及び受注者の公契約の締

結に伴う責務を明確にすること等により、当該業務に従事する労働者等の労働環境の整備並びに公契約に

係る事務及び事業（以下「公契約事務等」という。）の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1）公契約 市が締結する工事又は製造その他についての請負の契約及び地方自治法（昭和 22 年法律 67

号）第 244 条の 2 第 3 項の規定により市の指定を受けたものと市が締結する公の施設の管理に関する協定

（以下「管理協定」という。）をいう。 

（2）市長等 公契約を締結する権限を有する者（受注者を除く。）をいう。 

（3）受注者 市と公契約を締結する者をいう。 

（4）受注関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公契約に係る業務の一部につい

て請け負う者 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）

に基づき受注者又はアに掲げる者へ公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者 

（5）労働者等 次に掲げる者をいう。 

ア 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）

第 9条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者を除く。） 

イ 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は受注関係者から公契約に係る業務を請け負う者 

（基本方針） 

第 3条 公契約事務等の実施に当たっての基本となるべき事項（以下「基本方針」という。）は、次のとお

りとする。 

（1）公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。 

（2）適正な競争を促進し、より予算を有効に執行すること。 

（3）談合その他の不正行為の排除を徹底すること。 

（4）公契約の適正な履行を確保すること。 

（5）労働者等の労働環境に配慮すること。 

（6）地域経済の活性化に努めること。 

（市の責務） 

第 4条 市は、この条例の目的を達成するため、基本方針の下に公契約に係る施策を推進するものとする。 

（受注者の責務） 

第 5 条 受注者は、市の事務及び事業を実施する者としての社会的責任を自覚し、公契約を適正に履行す

るものとする。 

2 受注者は、労働者等の労働環境の整備に努めるものとする。 
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3 受注者は、受注関係者との契約を締結するに当たっては、関係法令を遵守することが公契約事務等の質

の向上に資することを認識し、その契約を締結するものとする。 

4 受注者は、市が推進する公契約に係る施策に協力するものとする。 

（労働報酬下限額） 

第 6 条 市長は、毎年、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号に定める者に対して支払われる

べき 1時間当たりの労働の対価の下限の額（以下「労働報酬下限額」という。）を定めるものとする。 

（1）市が発注する予定価格 1 億円以上の工事の請負契約（以下「対象請負契約」という。）対象請負契約

に係る業務に従事する労働者等（農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定す

る公共工事設計労務単価（以下「設計労務単価」という。）に掲げる職種の業務に従事する者に限る。） 

（2）市が発注する予定価格 1，000 万円以上の業務の委託に関する契約及び管理協定（市長等が別に定め

る契約及び管理協定に限る。以下「対象委託契約」という。）対象委託契約に係る業務に従事する労働者等 

2 労働報酬下限額は、対象請負契約及び対象委託契約の内容に応じて、次に掲げる額等を勘案して定める

ものとする。 

（1）設計労務単価 

（2）最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 9 条第 1 項に規定する地域別最低賃金において定める最低

賃金額 

（3）その他公的機関が定める労務単価の基準 

3 市長は、労働報酬下限額を定めようとする場合は、厚木市労働報酬審議会の意見を聴かなければならな

い。 

4 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。 

（契約において定める事項） 

第 7 条 市長等は、対象請負契約又は対象委託契約においては、前条第 1 項各号に掲げる者に対し、受注

者が同条に規定する労働報酬下限額以上の労働の対価を支払わなければならないことその他のこの条例の

目的を達成するために必要な事項を定めるものとする。 

（労働報酬審議会） 

第 8 条 市長は、労働報酬下限額等について調査審議するため、事業者等で構成する厚木市労働報酬審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 

2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

（出資法人等） 

第 9 条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定めるもの（以下「出資法人等」と

いう。）は、この条例の目的に沿って、出資法人等が当事者となる契約については市が当事者となる契約に

準じた取扱いをするよう努めるものとする。 

（点検等） 

第 10 条 市長は、5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況の点検及び評価を実施し、その結果に

基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 25 年 4月 1日から施行する。ただし、第 6条、第 8条並びに附則第 3項及び第 4項

の規定は、同年 1月 1日から施行する。 

（経過措置） 

2 第 7 条の規定は、この条例の施行の日以後に、公告その他の申込みの誘引又は指定管理者の指定の申請

に係る告知を行う対象契約について適用する。 

（厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

3 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 43 年厚木市条例第 16 号）の一部を次

のように改正する。 

＜以下、省略＞ 
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はじめに 

 
新たな大都市制度の検討をすすめてきた横

浜市では、今年 6 月に横浜特別自治市大綱

原案（骨子）を公表し、9 月には市民を対象

に「大都市制度フォーラム」を開催した。フ

ォーラムでは、新たな大都市制度「特別自治

市」に期待される効果とともに「住民自治機

能の強化」についての考え方も示された。 
大綱原案には、住民自治の強化について具

体的な制度設計は未だ示されていないものの、

市の附属機関「横浜大都市自治研究会」（座

長：辻琢也一橋大学教授）では、2012 年度

中に予定されている第 2 次提言とりまとめ

に向け、区のあり方についての検討が進めら

れている。 
他方、横浜市では 1970 年代半ばから各行

政区に「区民会議」が誕生し、区行政に市民

の意見・要望を反映させる仕組みとして機能

してきたが、近年は任意団体化や解散が相次

ぎ、衰退傾向にある。区のあり方検討には、

それとセットで区レベルの住民自治のあり方

検討も欠かせないはずであるが、そのような

現状で、新たな大都市制度における区レベル

の参加・参画体制がどのように整備されてい

くのか、という点は極めて興味深い。 
そこで本稿では、横浜市の区民会議を題材

に、住民自治の観点から行政との関係に焦点

を絞って、大都市行政区の住民参加組織の今

後の可能性について考察をすすめてみたい。 
 

１．行政区における「区民会議」－県

内指定都市の比較－ 

 

まず、県内の３指定都市における区民会議

の位置づけや役割を整理・比較し、横浜市に

おける区民会議の特徴を明らかにしておく。 

行政区における区民会議の設置は任意であ

るが、３指定都市にはいずれも「区民会議」

という住民参加組織がある（資料１）。 

 

①横浜市の区民会議 

最も歴史の古い横浜市の区民会議は「区民

の自主組織」と位置づけられている。その設

置根拠は、要領や要綱などにより各区で定め

ており、区民会議の役割に関して現在は統一

的な規範がない。区ごとに扱いは異なるが、

事例で紹介する保土ヶ谷区の設置要領では、

区民や行政への提言、関係機関への情報提供

や要請等が区民会議の主な役割とされる。 

メンバーは、「連合町内会からの推薦」

「市民組織からの推薦」「公募」の３つの枠

で構成されるところが大半で、保土ヶ谷区区

民会議要領では 120 人程度の規模とされる。

任期は 2 年で、委員報酬は支払われない。 

 

②川崎市の区民会議 

 川崎市の区民会議は、2006 年にスタート

 

大都市行政区における住民参加組織の可能性 
 

－横浜市の区民会議と行政との関係から－ 

 

公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター研究員 谷本有美子 
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した。市長の諮問機関で、設置根拠は自治基

本条例及び区民会議条例にある。 

 その権限は、「Ⅰ区における地域課題を把

握、その解決を図るための方針及び方策につ

いての調査審議」と「Ⅰの目的を達するため

に必要な事項についての調査審議」とされる。 

 委員には、「区域内における各活動分野の

団体からの推薦枠」と「公募枠」、「その他

区長が必要と認めた者の枠」があり、全体で

20 人以内とされ、市長が委嘱する。 

 任期は 2 年で再任可能、報酬は会議への

出席 1回につき 8000 円が支払われる。 

 

③相模原市の区民会議 

 相模原市の区民会議は、2010 年の政令市

移行を契機に各区単位に市の附属機関として

設置された。区域内のまちづくりに関する事

項を話し合い、提案する組織である。 

 設置根拠は附属機関の設置に関する条例、

及び各区の区民会議規則による。主な権限は、

市長が諮問した事項や地域課題の解決などに

関する事項を話し合い、提案することにあり、

2012 年 3 月には、区のビジョン（区のめざ

す将来像やまちづくりの方向性）を市長に答

申している。 

 委員には「区内のまちづくり会議からの推

薦枠」「区内の公益的活動団体からの推薦

枠」「学識経験者」「区内住民」「その他市

長が特に必要と認める者」の５つの枠があり、

25 名以内で構成される。 

 任期は 2 年で、市長が任命する。附属機

関の委員報酬が日額で支払われる。 

 

 以上のように、川崎市・相模原市の区民会

議が条例で設置根拠を定め、公式の権限を付

与しているのに対し、横浜市の区民会議は、

区民の自主組織と位置づけられ、区行政にお

いてその位置づけが曖昧とされる点に特徴が

ある。それだけ、各区行政サイドの区民会議

に対するスタンスが、区民会議との関係形成

に及ぼす影響が大きいともいえる。 

  

２．横浜市における区民会議の歴史的

変容と区行政の機能強化 

 

横浜市では、「区民の自主組織」とされる

区民会議を長く広聴施策の主要事業に位置づ

けてきている。ただし、1990 年代後半から

2000 年代前半の約 10 年の間に、期待され

る役割が当初の「市政参加の場」から、「ま

ちづくり活動団体」へと大きく変化し始めた

様子がうかがえる。 

1995 年版の『市政概要』では、区民会議

を「区民が自主的・主体的に組織・運営する

市政参加の場であり、行政にとっては、重要

な広聴の場です。」と表現しており、区民会

議は区行政において区民の参加の場・広聴の

場として一定の役割を期待されていた。 

その位置づけが近年、大きく様変わりする。

2004 年版の『市政概要』には、市長との意

見交換会やパブリックコメント等の事業と並

ぶ、広聴相談活動の一つとして「区民会議の

支援」が掲げられている。そこで区民会議は、

「地域の合意形成や地域が抱えている課題を

共有し、まちづくりを進めていくことを目的

として市民相互の話し合いを行うなど自主

的・主体的に活動を行っている」組織と解説

される。「まちづくり活動団体」的な色彩を

濃くしており、「市政参加」の文字が消えて

いる。こうした変化は、横浜市「のパートナ

ーシップ型行政」の推移と対比させることで

際立つ（資料２）。 

また、区民会議の側でも最近は任意団体化

や解散が進行し、広聴の場としての存在意義

を失いつつある。現在、市が公式ホームペー

ジで紹介する区民会議、ないしこれに類する

組織があるのは 18 区中６区のみである。

1974 年の発足以来、毎年開催されている区
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民会議交流会の報告資料から、数年前から行

政が「自立化」を要請し始めたことが看取で

きるが、約 40 年の歴史の中で行政における

位置づけの変化とともに、区民会議にはどの

ような変化が生じたのか。ここでは、区行政

との関係を中心に歴史的変容をたどってみる。 

 

(1)区民会議発足当時の位置づけ 

横浜市で最初に区民会議が発足したのは、

1974 年の旭区で、そこから順次各区へと拡

大していった。きっかけは、1973 年に展開

された「横浜市総合計画・1985」の策定プ

ロセスにおける組織的な市民参加討議にあっ

たとされる。翌 1975 年には当時の 14 区全

区に区民会議が発足するに至り、横浜市では

同年「区民会議事務取扱要綱」を定めて、行

政の基本方針を明確化した（※注 1）。 

当時の行政文書には、区民会議の位置づけ

が次のように記される。ア.市民が作った市

政参加の場、イ.多様な市民参加の中心的な

場、ウ.市民相互、市と市民との討論の場、

エ,市政に重要な役割を果たす場、オ.都市問

題解決と自治充実の母体、である（※注 2）。 

 そこでは区民会議に対し、市民間の討論の

中から多様な意見を集約し、市政に要望を出

すという、参加とアドヴォカシーの機能が期

待されていた。市民社会からのアドヴォカシ

ーの重要性が、日本社会で理解され始めたの

は 1990 年代であり、当時提案された区民会

議のしくみは現在でも普遍性がある。しかし、

それが行政に主体をおく「広聴」という用語

に転化され、行政内部に浸透したことは、そ

の効用に時代的な限界が見出される。 

 1977 年には、区民会議からの要望を予算

に反映させるしくみとして「区要望反映シス

テム」がつくられ、市民からの要望を区が一

覧表にして各事業局に検討を依頼する、とい

う形の広聴事業のシステム化が図られている。 

 

(2)区役所の機能強化 

 他方、区民会議の窓口となる区役所につい

ては、さまざまな機能強化が図られてきた。

紙幅の都合上ここでは、地域活動と関連する

部分に絞り、取り上げていく。 

 1981 年には、「区の主体性、独自性を発

揮できる企画調整機能の確保」を目的として、

区政推進課が設置された。現在の区民会議担

当セクションである。 

1994 年には、「個性ある区づくり推進

費」が創設され、それまで局から区に配付し

ていた細かな事業予算を大括りにし、区の予

算として区長の裁量執行を可能にする（一般

分）とともに、各区の責任において執行でき

る予算を 1 区 1 億円へと大幅に増額（自主

企画分）した。 

この年の機能強化は、地域総合機関として

の区役所の実現を目指しており、保健所の編

入や街の美化担当（課長・係長）が設置され

るなど、行政組織の大幅な再編と区への事務

配分がすすめられている。一方で、地域振興

課を設置し、地域活動支援や自主的活動支援、

区民利用施設の一元管理など、地域活動の支

援体制が強化されており、地域レベルでの市

民の活動と区行政との接点が拡大する機会を

もたらした時期、ともみることができる。 

2003 年には、区長が総合性を発揮し、区

域内の事業を調整するしくみが構築される。

区政運営方針を策定し、区の幹部職員が区の

重要事項を決定する「区づくり経営会議」も

創設された。また、区が財政局に対し直接予

算要求を実施するしくみが試行され、予算へ

の地域ニーズ反映システムも運用が始まった。 

 2005 年には、区局連携事業が設置され、

区が局に事業の実施を要請して局に財源を提

供する制度がスタートした。また、まちづく

りの相談・調整や環境施策を地域的に推進す

ること等を目的に区政推進課に「まちづくり

調整担当係長」が配置されている。 
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 2009 年には、地域支援機能強化のため地

域力推進担当が設置され、市民主体による地

域運営、協働による課題解決に向け、地域力

向上をめざす取組が推進されてきている。 

 

（3）区民会議と区行政との関わりの変化 

 こうして区役所機能が強化されてきた一方

で、1980 年代以降、区民会議に対し行政が

積極的にアプローチした形跡はほとんど見当

たらず、区民会議は積極的には活用されてこ

なかったといえる。 

例外的には、行政区再編時の区民会議新設

を目指した動きはある。1986 年戸塚区の再

編による栄区と泉区の新設、1994 年の港北

区と緑区の再編に伴う青葉区及び都筑区の新

設があったが、栄区と都筑区は区民会議設立

に至らなかった。 

かつて総合計画の策定プロセスで誕生した

「区民の自主的な組織」の区政への活用は、

その後は各区の裁量に委ねられてきた。

1970 年代の区民会議については、「行政主

導型の市民参加制度という性格をかなり強く

持っていることは否定できない」との指摘も

あり（※注３）、各区で地域事情は異なると

はいえ、形式的にも区民会議発足に至らなか

った区が存在することは、少なくともこの時

期、行政による強い推進力が作用しない状況

にあったことだけは明らかであろう。 

結果として区民会議は、行政運営上の「広

聴」機能の一端を担う区民の自主組織として、

曖昧な立ち位置にとどめられることになった。 

 

３．区民会議に対する行政支援の現状 

 

 そのような施政方針の変容を経てもなお、

いくつかの行政区には活発な動きを見せる区

民会議が存在する。18 の行政区はそれぞれ、

人口構成・地理的条件も異なるが、区行政へ

のアプローチは、区民会議と区行政との基本

的な関係性を知る手掛かりとはなりうる。そ

こで、現存する区民会議の中から、最も歴史

ある保土ヶ谷区と最も歴史の浅い青葉区の２

区の例を取り上げ、行政との接点から、活動

継続の要因を探っていくこととする。 

 

(1)保土ヶ谷区民会議の概要 

保土ヶ谷区民会議は、1974（昭和 49）年

に始まり、2012 年で 37 年目を迎えた。現

在は第 19 期が活動中である。第 19 期の委

員は 89 名で、連合町内会からの推薦が約 2
割、公募が約 2 割で、残りが区内の各種市

民組織からの推薦という構成となっている

（資料 3）。任期は 2 年で再任は妨げない。

ただし、代表や副代表委員等については、2
年・3 期の任期を原則とする。 

主な活動としては、「環境」「教育」「交

通・災害」「福祉」の４つのテーマ別分科会

活動がある。また、年 1 回の「区民のつど

い」、年 1 回 6 会場で地区連合町内会と共

催して「地域のつどい」を開催している。 

この「区民のつどい」や「地域のつどい」

で区民から出された意見・提言を集約し、

「a.地域でもっと話し合う事項」「b.区民会

議で検討する事項」「c.行政に提言・要望す

る事項」に分類して、関係各所への働きかけ

を行っている。2011 年度は｢地域のつどい｣

のテーマを防災に絞り、行政に提言・要望す

る事項をとりまとめて、区長に提出し、行政

からの回答を得るなど、裾野の広い意見集約

機能が区の広聴に多大な貢献を果たしている。 

区との関係については、保土ヶ谷区区民会

議設置要領により、事務局を保土ヶ谷区役所

総務部区政推進課に置くこととされている。

区民会議の活動経費については、直接区の負

担はないが、事務作業等で職員が協力的に下

支えしており、区の支援体制が充実している。 

 

(2)青葉区民会議の概要 
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青葉区民会議は、区新設翌年の 1995（平

成 7）年に誕生し、現在は第 9 期の活動期間

中である。活動期間については、行政年度に

合わせて、4 月 1 日から翌々年の 3 月 31 日

という期間を設定しているが、委員任期を特

に定めておらず、継続的に活動に関わってい

る委員が多い。委員数は、誕生から 5 年程

度は 100 人を越えた時期もあったが、2000
年代に入ってから 80 名前後で推移している。 

委員の半数以上を公募委員が占めており、

公募委員の入会については、委員総数の範囲

内で随時受付としている点が特徴的である。 

日常的な活動として、「自然環境」「安

全・安心」「健康・福祉・教育」をテーマと

する３つの部会が設置されており、月 1回程

度の各部会定例会のほか、調査活動や施設見

学、勉強会などが頻繁に開催されている。ま

さに「行動する」区民会議である。 

区との関係は、①区民会議の活動経費につ

いて必要に応じ区が負担し直接執行すること、

②区民会議の自主的な活動に対し、側面から

支援するとともに、助言を行うための事務局

を青葉区役所総務部区政推進課に置くこと、

などが設置要綱に定められている。 

 

（3）区民会議の意義と区行政の関わり 

保土ヶ谷区も青葉区も区民会議設置要綱で

区の区政推進課に事務局を置くことを定めて

いる以外、区の予算措置は一律ではなく、支

援体制も異なるが、地域特性に応じた両者の

パートナーシップが確立されている点は、活

動継続の共通要因として挙げられる。 

保土ヶ谷区民会議は、基本理念は「広聴・

提言・行動・発信」にあるとし、自らの位置

づけを「区民の目線で、行政と区民とのパイ

プ役」「連合町内会、各種団体との関係をよ

り親密に、行政のパートナー」と位置づけて

いる。つまり、区民の側から行政のパートナ

ーたる自覚をもって、地域の各団体と連携を

図りながら、広聴や提言活動を積極的に行う

組織体として存在しているのである。 

青葉区民会議では、区民会議の意義を「区

民の意見や願いに耳を傾け、集めるという作

業の『広聴』活動と、集まったさまざまな意

見や考えを精査検討し区や市に提言する『政

策提言活動』の二つですと表現している。ま

た、そこでの「広聴」活動を「市民意見を集

め、互いに考える場を開く集団広聴の場は、

唯一区民会議だけが担っている仕組み」にあ

るとして、存在価値を見出す（資料４）。 

このように両区民会議は「広聴」と「（政

策）提言」という２つの機能が活動の支柱に

あり、それが両区の広聴部門における区民会

議への期待に適合しているため、行政が区民

会議の活動を支える論理が成立する。 

ただし、たとえば区が主体的に対応できる

予算の「個性ある区づくり推進費」の編成過

程には、区民会議の意見反映を予定したしく

みが組み込まれていないように、区民会議が

区政全体に活用されているわけではない。 

 

４．新たな区民参加方式－泉区モデル

の普及可能性－ 

 

ところで、冒頭に記した「横浜大都市自治

研究会」の第 1 次提言は、「地域課題の解

決や区政に関する意見聴取のために、区民参

加の場として区民協議会を設置する。」とし

て、新たな区民参加の場として「区民協議

会」という組織の設置を提唱している。 

そこでは、区民協議会の詳細な制度設計に

踏み込まれていないが、第 2 次提言では、

区レベルの議会のあり方と合わせて設計図が

示されることが見込まれる。かつ横浜市では

すでに泉区が、区民会議を協議会方式に移行

し、独自展開をしている事例があることから、

これが一つのモデルとして他区への普及を期

待されている様子がうかがえる。 
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そこで本稿でも、泉区の取組について参考

までに簡単に触れておきたい。 

泉区は、2008 年から区独自の「新しい地

域自治のしくみ」をスタートさせた。 

それは、地域レベルの課題整理・課題解決

を担う「地区経営委員会」と、区長の私的諮

問機関として地区経営員会の各地区代表によ

り構成される「地域協議会」という２種類の

組織体で運営されるしくみである。 

「地区経営委員会」は、連合自治会町内会

の区域を単位として設置され、自治会町内会

のほか、地区で活動する社会福祉協議会や民

生委員児童委員協議会、PTA、商店会、NPO

などで構成されている。その役割は、地区内

での合意形成を図りながら課題解決に取り組

む実践的なエリアマネジメントにあるとされ、

行政による支援は、主に地区経営委員会の活

動に対して行われる。 

「地域協議会」は、地区経営委員会から各

2 名ずつ推薦された委員で構成され、主な役

割は、区民目線による区役所事業のチェック

や区民の区政参画にあるとしている。また、

ここでの情報交換が地区経営委員会での活動

に反映されることも期待されている。 

地域で実践的な活動を担う組織体と、区政

参加のための組織体に有機的なつながりをも

たせながら、区政及び地域を運営して行こう

という新たな試みである。 

これを区民会議との比較で捉えれば、明ら

かな相違点は、従前の行政区全体を単位に一

つの組織体で把握しようとするしくみに対し、

「地域」という住民により身近な単位を重視

している点にある。また、地域課題解決を自

らの実践することに重点が置かれていること

も、区民会議の役割とは大きく異なる。 

 

５．区民参加組織の今後の可能性 

 

特別自治市構想では、既存の「区民会議」

についての言及はなく、これまで「区民の自

主的な組織」と位置付けられてきた区民会議

が公式の役割を期待される可能性は低いと言

わざるを得ない。実質的に機能している区民

会議が 3 分の 1 以下という現状を踏まえれ

ば、新たな大都市制度に呼応する住民参加組

織として、新たなモデルが提示されるのは自

然なことではある。 
しかし「区民会議」も、約 40 年前には区

民が区政に参加する場として誕生し、全区へ

の普及が予定されていた。「広聴」のパート

ナーへの変容は施政方針の変化に対応したも

のである。40 年の経験を踏まえた「区政参

加の場」の課題は明らかであろう。 

保土ヶ谷区民会議や青葉区民会議の例は、

地域住民の特性・属性を活かしながら、時代

的適合性を見出しつつ、活動を継続してきた

のではないだろうか。地域レベルの多様な意

見聴取や課題の発見を、区民会議が率先して

進めてきた結果、行政サイドに「参加・参画

の場」という認識が欠落したまま「広聴」の

パートナーとして不可欠な存在となっている。 

いずれにせよ住民参加組織については、

「画一の制度設計・普及」ではなく、各区で

アレンジ可能な、柔軟なしくみが提示される

ことを期待しつつ、「参加・参画」の機能面

から今後の制度設計を注視していきたい。 

 

※注 1：河村十寸穂「横浜市における『区民会

議』の意義と役割」（『都市問題第

76 巻 9号 1985 年 9 月号』）、50 頁～

55 頁。 

※注 2：横浜市市民局『区民会議ハンドブッ

ク』（1977 年） 

※注 3：河村、前掲論文、60 頁。 
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資料３                ※出所：保土ヶ谷区民会議ホームページ「組織図」より
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専門小委員会のとりまとめ 

  

第 30 次地方制度調査会専門小委員会では、

今年 2 月から大都市制度のあり方について

の検討をすすめてきたが、11 月 29 日に開催

された第 24 回委員会で「大都市制度につい

ての中間報告（素案）」（以下、中間報告と

表記。）をまとめた。 

中間報告には、指定都市制度、中核市・特

例市制度及び都区制度の見直しが掲げられ、

新たな大都市制度として「特別区の他地域へ

の適用」と「特別市(仮称)」についても言及

されている。 

  

中間報告（素案）の概要 

 
中間報告に盛り込まれた現行の大都市制度

見直しの主な内容は以下のとおり。 
 
①指定都市制度の見直し 
「二重行政」の解消を図るための見直しと

して、法定受託事務を中心に指定都市への移

譲による事務処理の一元化を提起している。

併せて、指定都市と都道府県が公式に政策を

調整する場として協議会を設置し、協議を制

度化する方向性が示された。 
 また、住民自治を強化するための見直しと

して、区長を議会同意により選任する特別職

とすること、市の事務の一部を区の専管事務

として条例で定めること、区に教育委員会事

務局を置くことなどを「検討すべき」とした。 
さらに、議会については、区選出市議会議

員を構成員とする常任委員会を設置し、区長

権限の事務調査等を行うこと等について、検

討を提言している。 
 
②中核市・特例市制度の見直し 
 人口 20 万以上で保健所を設置することに

より中核市となる形を提案し、中核市・特例

市の両制度を統合することで、一層の事務移

譲を可能とする方向性が示された。 
 地域自治区の仕組みの活用や市議会議員の

選挙区を設けるべきか、についての検討にも

言及がある。 
 
③都区制度の見直し 
 都から特別区への事務移譲のほか、特別区

の区域の見直し検討にも触れている。 
 
新たな大都市制度への対応 

 
 大都市地域特別区設置法が 8 月に制定さ

れたことを受け、同法が定める総務大臣との

協議事項についても、留意点が示された。 
 他方、一層制の大都市制度となる「特別市

（仮称）」創設については、更なる検討課題

があると指摘した上で、まずは都道府県から

指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限

り進め、引き続き検討を進めていく、との方

向性が示されている。 
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―地制調が中核市・特例市制度の統合を提起― 

編集部 

 19

 
 
専門小委員会のとりまとめ 

  

第 30 次地方制度調査会専門小委員会では、

今年 2 月から大都市制度のあり方について

の検討をすすめてきたが、11 月 29 日に開催

された第 24 回委員会で「大都市制度につい

ての中間報告（素案）」（以下、中間報告と

表記。）をまとめた。 

中間報告には、指定都市制度、中核市・特

例市制度及び都区制度の見直しが掲げられ、

新たな大都市制度として「特別区の他地域へ

の適用」と「特別市(仮称)」についても言及

されている。 

  

中間報告（素案）の概要 

 
中間報告に盛り込まれた現行の大都市制度

見直しの主な内容は以下のとおり。 
 
①指定都市制度の見直し 
「二重行政」の解消を図るための見直しと

して、法定受託事務を中心に指定都市への移

譲による事務処理の一元化を提起している。

併せて、指定都市と都道府県が公式に政策を

調整する場として協議会を設置し、協議を制

度化する方向性が示された。 
 また、住民自治を強化するための見直しと

して、区長を議会同意により選任する特別職

とすること、市の事務の一部を区の専管事務

として条例で定めること、区に教育委員会事

務局を置くことなどを「検討すべき」とした。 
さらに、議会については、区選出市議会議

員を構成員とする常任委員会を設置し、区長

権限の事務調査等を行うこと等について、検

討を提言している。 
 
②中核市・特例市制度の見直し 
 人口 20 万以上で保健所を設置することに

より中核市となる形を提案し、中核市・特例

市の両制度を統合することで、一層の事務移

譲を可能とする方向性が示された。 
 地域自治区の仕組みの活用や市議会議員の

選挙区を設けるべきか、についての検討にも

言及がある。 
 
③都区制度の見直し 
 都から特別区への事務移譲のほか、特別区

の区域の見直し検討にも触れている。 
 
新たな大都市制度への対応 

 
 大都市地域特別区設置法が 8 月に制定さ

れたことを受け、同法が定める総務大臣との

協議事項についても、留意点が示された。 
 他方、一層制の大都市制度となる「特別市

（仮称）」創設については、更なる検討課題

があると指摘した上で、まずは都道府県から

指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限

り進め、引き続き検討を進めていく、との方

向性が示されている。 

 

「大都市制度についての中間報告（素案）」がまとまる 
 

―地制調が中核市・特例市制度の統合を提起― 

編集部 



20　自治研かながわ月報　2012年12月号（No.137）
20 

 

大阪市を７つないし５つに再編する 

 
11 月 14 日に大阪都構想の重要な課題の

一つであった、大阪市を解体し「特別区」

に再編するための「区公募の区長 10 人で

つくるプロジェクトチーム割り素案（4 案）」

が「新たな区移行プロジェクト会議」に報

告された。 
これによると１区あたり人口 30 万人規

模となる 7 区案が 2 種類、人口 45 万人規

模の 5 区案が 2 種類となっている。 
橋下市長は、当初の構想では中核市並み

の人口 30 万人で 8 ないし 9 区に再編する

としてきたが、今回の案では、人口が将来

減少することなどをみこしてこのようにな

ったという。また、市の経済的な中心をな

す北区と中央区を一体とするか、分割する

かが判断の材料となった 
※区割り案は、以下のホームページに掲載。 
http://www.city.osaka.lg.jp/shiseikaikaku
shitsu/page/0000192601.html 
 
9 月から 6 回で案をまとめる 

 

この案は、公募区長 10 人によるプロジ

ェクトチームが、9 月 11 日から全部で 6
回の検討を経て 11 月 9 日に原案としたも

のだが、新聞報道によれば 11 月 5 日に開

かれた全区長会議においては、「反対が相次

ぎ、決定が先送りされ（読売新聞 11 月 6
日）」たいう。その後、「異論が出たため、

7 区案の一つで東成区の組み合わせを変更

した（読売新聞 11 月 14 日）」とある。11
月 14 日の「新たな区移行プロジェクト会

議」に間に合わせるために、結論を急いだ

ことはないのだろうか。 
案の検討にあたって「考慮すべき事項」

としては、「人口規模は 30 万人又は 50 万

人」、「歴史性、地域社会経済文化、交通体

系」、「市民の移動・交流状況」、「将来のま

ちづくり」、「行政機構・施設の配置と管轄

エリア」、「小中学校や保育所の設置状況、

地形、選挙区」などとなっている。 
  
課題と今後の方向 

 
 今後は、年度内に設置が予定される「特

別区の設置に関する協議を行う協議会（「法

定協」）」での協議・決定が必要となる。し

かし、「法定協」設置のための条例案は、市

議会にまだ提案されていない。 
 また、区割りだけでなく特別区の権限・

仕事そして財源とあわせて議論されなけれ

ばならない。そのためには、特別区と「都

（大阪府）」の権限と仕事の配分、特別区と

「都（大阪府）」の財政調整、特別区間の財

政調整などの基本的なフレームもあわせて

議論し、決めなくてはならない。 
最も肝心なことは、市民間の議論である。

この区割り案については、市民との意見交

換は行われていない。行政や専門家だけで

出した結論ありきではなく、様々な立場の

意見が出され、市民同士が意見を交換する

場づくりも急がれる。 
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